特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための

研修事業の修了者にかかる「認定証」の交付申請等についての説明会
日時：平成24年1月16日（月）10：00～12：00
場所：香川県庁　東館２階　県庁ホール

１　挨拶
本研修修了見込み者が多数いるため、記入漏れや添付書類漏れのないよう各施設で確認して頂き、県に提出していただきたい。

２　たんの吸引等の安全な実施について

今回の法改正の主旨は、看護師の業務をどんどん介護職員に移行させるのではなく、看護師不在のやむを得ない場合に、介護職員が定められた医行為を実施するのを法的に認めたものである。従って、看護師がいる場合は看護師が行うことが原則であると考える。

医療行為を介護職員に実施させると選択した施設においては、安全に確実にたんの吸引、胃ろうを提供する責任があるので、登録特定行為事業者登録に必要な要件は全て揃えて頂かなければ受理できない。
【特に施設長が考慮すべき事項】
①　本研修を修了し、認定特定行為業務従事者認定証を交付された介護職員でも、初めて利用者に行為を実施するのあたっては、看護師の指導のもと、安全に確実に実施できるようになるまで演習する体制をとること。また、それでも介護職員が自信がないという行為は、絶対に行わせないこと。

②　看護師も介護職員もヒヤリ、ハット、アクシデント報告書（所定の参考様式を本研修の指導看護師研修時に配布済み）に記録することを徹底させ、その行為についての改善策を組織的に検討し実践すること。どんな些細なことでもヒヤリ、ハット等の行為を職員間で共有し、改善することが大事故（死亡事故）を未然に防ぐことにつながることは、医療行為を行う人や組織の常識であると認識すること。

従って、それらの報告書の記載が多く改善策を検討して実施している組織は、良質の施設と言えるのではないか。

③　施設においても、医療行為を行うための器具、手技、記録等については、医療機関を同じ水準を担保すること。

例：滅菌・消毒方法の徹底、消毒液の濃度や交換時期の統一、使い捨てチューブや手袋等必要物品の準備等が徹底していなければ、医行為はできない。

３　認定特定行為業務従事者認定証（経過措置）の交付申請について
（１）対象者
「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」（平成22年4月1日厚生労働省医政局通知）による研修を平成24年3月31日までに修了した者
（２）対象行為

（１）の研修で習得した行為に限定

・口腔吸引（吸引行為は、咽頭の手前まで）
・胃ろう（栄養チュ－ブ等の接続・注入開始は除く）

（３）申請書類
　　認定特定行為業務従事者認定証（経過措置）交付申請書（様式17-1）
　　（添付書類）
　　①　住民票(写)

　　②　社会福祉士法及び介護福祉士法附則第４条の第３号各号の規定に該当しない旨の誓約書（様式5-3）
③　修了証明書（提出した修了者名簿の修了者名と順序を変えないこと）

④　本人誓約書（様式17-2）

　　⑤　第三者証明書（様式17-3）

　　⑥　実施状況確認書（様式17-4）

（４）申請期間

　　①　平成23年12月1日までに研修を修了し、研修計画、実績報告及び修了者名簿を長寿社会対策課に提出した者

○高松・丸亀・坂出市内の特別養護老人ホーム
申請書類が調い次第～平成24年1月31日(火)
○上記以外の特別養護老人ホーム
平成24年2月1日(水)～平成24年2月10日(金)
　　②　平成23年12月2日以降に研修を修了した者
　　　　実績報告及び修了者名簿（平成23年12月2日以降の修了者のみ）を長寿社会対策課に提出し、確認を受けた後に申請書類を提出すること。

（５）その他

①　今年度中にプロセス評価の最終評価（3ヵ月後）が終わること。

②　今年度中に研修を実施している施設で、計画がまだ提出できていない施設は、
説明会終了後に長寿社会対策課に申し出ること。
　　③　既に提出した修了者名簿について、写しをとっていない等の理由で内容が不明の場合は、説明会終了後に長寿社会対策課に問い合わせること。

④　認定特定行為業務従事者認定証は施設あてに送付する。登録行為事業者の登録に必要なので、必ず写しをとり、認定者に配布すること。
４　登録特定行為事業者の登録について
（１）対象事業者
　　平成24年4月１日以降、認定特定行為業務従事者によるたんの吸引等を行おうとする事業者

　　・認定特定行為業務従事者認定証を所持しているだけでは、たんの吸引等を行なうことはできない。

　　・事業所ごとに登録申請が必要。
（２）申請書類

　　登録特定行為事業者登録申請書（様式1-1）
　　介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式1-2）

（添付書類）

　　①　法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書

　　②　社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書

　　　　（様式1-3）

　　③　登録特定行為事業者登録適合書類（様式1-4）及び該当書類名に記載した書類

及びその他関連する書類
　　④　認定特定行為業務従事者認定証の写し（看護師等の資格をもって介護職員として喀痰吸引等業務を行う者がある場合は免許証の写し）

（３）申請期間
　　申請書類が調い次第～平成24年4月27日(金)
　　・上記申請期間に事業者登録の申請を受理した場合は、4月1日に遡って登録したものとする。申請内容に不備があり、受理できない場合は、4月1日に遡って登録したものとする取扱はできない。
（４）その他書類
　　①登録特定行為事業者登録更新申請書（様式3-1）

　　②登録特定行為事業者変更登録届出書（様式3-2）
　　③登録特定行為事業者登録辞退届出書（様式3-3）

５　その他

（１）申請書類等の様式は、1月18日（水）にかがわ介護保険情報ネットに改めて掲載するので、申請時に使用すること。

（２）申請書類等の県への提出書類は、必ず写しをとり、問い合わせの際に対応できるようにまとめて綴じておくこと。

（３）（社）香川県看護協会で現在実施されているたんの吸引等の研修修了者についての「認定特定行為業務従事者認定証（経過措置）」の申請手続きについては、後日説明会を行なう予定。
